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◆2014消費増税に伴う経済対策の骨子
公共事業など補正予算 数兆円規模

企 業向け

復興増税の1年前倒し打切り 約9千億円

設備投資企業むけ法人税軽減 4千億円台

賃上げ企業むけ減税要件緩和 ？

雇用増企業むけ減税延長 ？

2015増税時法人実効税率引下げ ？

家 計むけ

低所得者1万円､年金等上乗せ支給 約3千億円

住宅ローン減税拡充 確定済

安
倍
首
相
は
、
来
年
４
月
か

ら
８
％
へ
の
消
費
税
増
税
を
決

断
す
る
よ
う
で
す
が
、
国
民
の

反
対
を
は
ぐ
ら
か
す
た
め
、
増

税
８
兆
円
の
う
ち
５
兆
円
は
、

経
済
対
策
と
し
て
国
民
に
還
元

す
る
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
５
兆
円
の
中

身
は
、
左
図
の
と
お
り
、
本
来

支
出
す
べ
き
医
療
・
介
護
・
年

金
等
社
会
保
障
分
を
、
法
人
減

税
や
防
災
名
目
の
公
共
事
業
に

回
す
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
の
下
の
表
で
は
、
経
済
対

策
の
骨
子
と
、
現
段
階
で
予
測

出
来
る
範
囲
で
要
す
る
金
額
を
示
し
て
い

ま
す
。
公
共
事
業
等
補
正
予
算
が
数
兆
円
、

復
興
増
税
の
前
倒
し
打
切
り
が
９
千
億
円
、

設
備
投
資
減
税
４
千
億
円
と
、
企
業
向
け

に
は
大
盤
振
る
舞
い
で
す
が
、
低
所
得
者

に
１
万
円
な
い
し
１
万
５
千
円
を
一
度
だ

け
配
る
施
策
は
３
千
億
円
で
し
か
な
く
、

家
計
に
は
冷
た
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

庶
民
か
ら
消
費
税
増
税
で
搾
り
と
っ
た

８
兆
円
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
国
民
の
た
め

に
な
る
経
済
対
策
で
５
兆
円
を
使
う
と
言
っ

て
誤
魔
化
す
安
倍
内
閣
で
す
が
、
ト
リ
ク

ル
ダ
ウ

ン

(

大

企
業
や

富
裕
層
が
潤
え
ば
、
貧
困
層
に
そ
の
潤
い

が
滴
り
お
ち
る)

論
は
、
長
期
の
デ
フ
レ
不

況
が
示
す
通
り
破
綻
済
の
理
論
で
す
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
第
一
の
矢
＝
異
次
元

の
金
融
緩
和
は
お
金
を
だ
ぶ
つ
か
せ
た
だ

け
で
、
銀
行
は
中
小
企
業
へ
の
貸
出
し
を

増
や
し
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
の
矢
＝
公
共

事
業
は
、
災
害
対
策
に
は
向
か
ず
、
震
災

復
旧
も
不
十
分
な
ま
ま
で
す
。
第
三
の
矢

＝
成
長
戦
略
も
は
ず
れ
た
ま
ま
で
す
。

第
四
の
矢
が
消
費
税
増
税
で
、
第
五
の

矢
が
社
会
保
障
改
悪
と
続
く
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
に
は
、
微
塵
も
期
待
は
持
て
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
十
月
か
ら
は
じ
ま
る

年
金
の
削
減
や
、
各
種
保
険
料
の
引
上
げ

等
と
、
消
費
税
増
税
に
よ
る
８
兆
円
、
さ

ら
に
は
再
来
年
の
５
・
５
兆
円
の
負
担
増
、

し
め
て
約
２
０
兆
円
も
の
国
民
負
担
増
で
、

暮
ら
し
を
守
る
闘
い
は
急
務
で
す
。

９
月
２
７
日
の
国
民
集
会
を
は
じ
め
、

消
費
税
増
税
阻
止
の
一
点
で
結
集
し
、
ま

ず
、
来
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
増
税
を
な

ん
と
し
て
も
阻
止
し
ま
し
ょ
う
。

▼
い
ま
、
国
税
当
局
は
新
通

則
法
で
手
続
き
が
煩
雑
に
な
り
、

調
査
件
数
減
少
を
危
惧
し
、
個

人
課
税
で
は
「
調
査
」
と
「
行

政
指
導
」
を
合
せ
た
「
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
調
査
」
を
打
ち
出
し
た

と
か
。
こ
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
の
語
源
は

「
イ
ノ
ブ
タ
」(

猪
と
豚
の
雑
種)

▼
「
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
」
と
い
う
言
葉
の
響
き
か
ら

は
想
像
出
来
な
い
「
イ
ノ
ブ
タ
」
。
横
文

字
、
片
仮
名
で
言
え
ば
耳
障
り
が
良
い
と

い
う
こ
と
か
▼
そ
う
言
え
ば
国
税
庁
長
官

等
国
税
幹
部
も
横
文
字
・
片
仮
名
を
好
む
。

そ
の
一
つ
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
意
味
は
、

承
諾
、
追
従
、
従
順
、
服
従
等
と
辞
書
に

は
書
い
て
あ
る
▼
な
る
ほ
ど
、
国
税
当
局

が
好
ん
で
使
う
筈
。
納
税
者
に
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
を
求
め
る
と
は
、
納
税
者
を
従

順
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
か
▼
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
調
査
も
、
納
税
者
に
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
を
求
め
る
。
日
本
語
に
直
訳
す
る
と
、

納
税
者
は
従
順
に
お
上
に
服
従
せ
よ
と
い

う
こ
と
か
▼
し
か
し
、
弱
肉
強
食
、
経
営

と
暮
ら
し
を
破
壊
す
る
最
悪
の
消
費
税
が

増
税
さ
れ
、
従
順
に
服
従
し
て
い
ら
れ
る

か
！
▼
こ
こ
は
、
お
上
に
さ
か
ら
っ
て
で

も
、
暮
ら
し
と
経
営
を
守
る
ぞ
。
さ
ぁ
〜

今
日
も
頑
張
ら
ね
ば
…
。

前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
京
都
全
研
で
の

「
自
力
執
行
権
＝
差
押
」
の
分
科
会
で
は
、

戸
田
伸
夫
さ
ん
ら
が
、
民
事
再
生
法
、
会

社
更
生
法
、
破
産
法
が
「
従
来
の
債
権
者

保
護
か
ら
債
務
者
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

重
視
で
法
整
備
さ
れ
た
」
。
破
産
し
て
も

滞
納
税
金
の
納
付
を
せ
ま
ら
れ
る
等
の
矛

盾
、
国
税
徴
収
法
の
個
別
検
討
、
憲
法
上

か
ら
の
検
討
、
外
国
と
の
比
較(

日
本
の
よ

う
な
自
力
執
行
権
は
韓
国
以
外
で
は
な
い)

、

差
押
禁
止
財
産
の
問
題
点
等
を
報
告
し
、

討
論
に
入
り
ま
し
た
。

討
論
で
は
「
米
国
歳
入
庁
の
よ
う
に
、

差
押
前
の
聴
聞
を
受
け
る
権
利
、
滞
納
税

額
の
減
額
折
衝
、
長
期
間
の
猶
予
等
を
具

体
的
に
要
求
し
て
い
く
べ
き
」
「
鳥
取
地

裁
の
判
決
は
正
し
い
。
控
訴
し
て
お
り
闘

い
が
必
要
」
「
国
税
徴
収
法
は
時
代
遅
れ

を
痛
感
し
た
」
「
熊
本
県
で
は
『
捜
索
実

施
中
、
滞
納
は
許
さ
な
い
』
と
の
表
示
が

あ
る
自
動
車
で
納
税
者
宅
に
行
き
、
納
税

者
の
羞
恥
心
を
あ
お
る
。
人
権
侵
害
だ
」

「
消
費
税
を
含
め
滞
納
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
が
実
態
。
税
源
移
譲
で
市
県
民
税
が
生

活
保
護
と
同
等
の
人
に
も
課
せ
ら
れ
、
滞

納
が
増
え
職
員
一
人
が
２
千
人
を
担
当
」

佐
々
木
憲
昭
議
員
の
秘
書
は
「
差
押
↓

自
殺
等
悲
惨
な
例
が
多
い
。
税
務
運
営
方

針
に
立
ち
返
り
質
問
す

る
こ
と
が
多
い
が
、
地

方
税
職
員
に
も
理
解
さ

せ
る
必
要
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
停
止
や
猶
予
が
職
員
の
研
修

不
足
も
あ
り
、
し
な
い
傾
向
を
打
開
す

る
必
要
性
も
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
と
め
で
戸
田
さ
ん
は
「
明
治
以
来

の
法
を
引
継
ぎ
、
法
定
化
後
５
０
年
以

上
も
た
っ
た
今
、
憲
法
の
人
権
を
守
ら

せ
る
た
め
、
民
事
法
制
で
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
の
法
整
備
を
参
考
に
、
国
税
徴

収
法
の
手
直
し
を
さ
せ
る
、
出
来
れ
ば

今
後
提
言
等
も
ま
と
め
た
い
」
と
し
め

く
く
り
ま
し
た
。

(9月27日発送)
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発行責任者

志形 明秀
＜開催概要＞

日時：10月20日(日)13時～21日(月)12時

場所：福井県・芦原温泉「北潟湖畔荘」

〒910-4272 福井県あわら市北潟211

電話0776-79-1124 FAX0776-79-1040

アクセス：20日に芦原温泉駅から専用バス。

11:20、11:50、12:20の３本があります。

参加費：19,000円(宿泊、懇親会、資料代等含む)。

＜第一日目＞

13:00 全国理事会(一般会員もご参加ください)

13:40 講演「情報公開法に基づく開示事例から

見た租税法の解釈基準」山本守之先生

16:00 「原発安全神話と科学者の責任」

山本富士夫福井大名誉教授・工学博士

＜第二日目＞

9:00 税務の現場からの報告

9:45 徴収問題実践報告(沖縄・高良会員)

10:40 タイ実践視察報告(東京・浅井優子会員)

11:00 税務調査の実態報告

～是非、ご参加ください～

稲
垣
国
税
庁
長
官
の
６
月
２
１
日
「
最

近
の
税
務
行
政
の
課
題
と
対
応
」
と
題
し

た
Ｔ
Ｋ
Ｃ
で
の
講
演
内
容
を
入
手
し
ま
し

た
の
で
そ
の
主
旨
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

現
在
の
国
税
庁
職
員
は
５
万
６
千
人
。

法
人
実
調
率
が
平
成
元
年
８
・
５
％
↓
２

３
年
４
・
３
％
、
個
人
は
平
成
元
年
２
・

３
％
↓
２
３
年
１
・
４
％
と
下
落
し
た
な

か
で
、
①
調
査
の
重
点
化
・
効
率
化
、
調

査
必
要
度
の
高
い
先
を
的
確
に
選
定
②
調

査
に
よ
ら
な
い
手
法
で
効
果
的
・
効
率
的

に
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
向
上
さ
せ
、

自
発
的
な
申
告
・
納
税
意
欲
を
高
め
る
こ

と
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
具
体
的
事
項
に
つ
い
て
は
①
国

際
的
な
租
税
回
避
へ
の
対
抗
、
各
国
を
悩

ま
せ
る
多
国
籍
企
業
の
租
税
回
避
、
②
多

様
な
手
法
に
よ
る
効
果
的
・
効
率
的
な
コ

ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
確
保
、
納
税
者
の
自
主

性
・
協
力
関
係
を
重
視
、
③
こ
れ
か
ら
の

我
が
国
の
税
務
行
政
で
は
大
企
業
の
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
重
視
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
が

良
好
な
ら
調
査
期
間
の
延
長
、
書
面
添
付

と
意
見
聴
取
制
度
を
充
実
さ
せ
て
い
く
と

し
て
い
ま
す
。

制
度
改
正
へ
の
対
応
で
は
①
改

正
通
則
法
へ
の
取
組
は
概
ね
円
滑

に
実
施
、
②
改
正
消
費
税
法
へ
の

対
応
は
、
転
嫁
拒
否
防
止
の
広
報
や
相
談

体
制
を
整
備
、
滞
納
は｢

集
中
電
話
催
告

セ
ン
タ
ー
」
導
入
で
三
分
の
二
に
減
っ
た
、

③
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
の
対
応
で
は
、

法
定
調
書
の
名
寄
せ
・
申
告
情
報
と
の
突

合
が
容
易
。
マ
イ
ポ
ー
タ
ル
で
過
去
の
納

税
履
歴
等
を
確
認
、
所
得
把
握
の
適
正
化
・

効
率
化
、
納
税
者
利
便
の
向
上
等
が
述
べ

ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
職
場
で
は
、
お
尋
ね
等
の
乱
発

や
「
机
上
の
調
査
」
な
ど
、
調
査
に
よ
ら

な
い
手
法
が
横
行
し
か
け
て
い
ま
す
。

全
体
と
し
て
、
新
通
則
法
で
調
査
件
数

が
減
っ
て
も
、
増
差
は
減
ら
さ
な
い
当
局

の
姿
勢
が
、
う
か
が
え
る
講
演
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。



厚
労
相
の
諮
問
機
関
、

社
会
保
障
審
議
会
の
介
護

保
険
部
会
で
は
、
一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
人
に
つ

い
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
た
際
の
自
己
負
担

額
の
率
を
、
２
０
１
５
年

度
以
降
一
割
か
ら
二
割
と

倍
の
負
担
率
に
す
る
こ
と

が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

左
表
の
と
お
り
、
年
間

の
年
金
額
が
①
２
８
０
万

円
か
②
２
９
０
万
円
を
超

え
れ
ば
二
割
負
担
と
な
り
、

「
現
役
並
み
所
得
」(

単

身
で
収
入
三
百
八
十
三
万

円)

の
高
齢
者
は
、
負
担

額
の
上
限
が
現
行
の
三
万

七
千
二
百
円
か
ら
四
万
四

千
四
百
円
に
引
上
げ
ら
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。

ま
た
、
厚
労
省
は
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
を
対
象
と
し
た
特
養
ホ
ー

ム
施
設
の
居
住
費
・
食
費
の
「
補

足
給
付
」
を
、
一
定
以
上
の
預
貯

金(

単
身
一
千
万
円
、
夫
婦
で
二

千
万
円)

や
、
二
千
万
円
以
上
の

不
動
産
を
所
有
し
て
い
れ
ば
、
打

切
る
方
針
を
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
不
動
産
を
担
保
に
貸
付

し
、
死
後
に
不
動
産
を
売
却
し
て

回
収
す
る
仕
組
の
導
入
も
検
討
し

て
い
ま
す
。

こ
の
厚
労
省
の
考
え
方
の
な
か

に
、
消
費
増
税
法
に
基
づ
き
設
置

さ
れ
た
社
会
保
障
国
民
会
議
が
い

う
、
負
担
を
「
年
齢
別
」
か
ら

「
負
担
能
力
別
」
へ
の
切
替
え
が

あ
り
、
聞
こ
え
は
い
い
の
で
す
が
、

年
収
二
百
八
十
万
円
が
高
い
と
し
、

そ
こ
に
負
担
能
力
が
あ
る
と
考
え

る
こ
と
自
体
に
問
題
は
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

た
だ
、
国
公
共

済
で
は
旧
法
を
め

ぐ
り
、
年
二
百
三

十
万
円
が
高
い
と

し
て
お
り
「
負
担

能
力
別
」
の
言
葉

の
響
き
で
、
誤
魔

化
さ
れ
な
い
よ
う

気
を
付
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
。

Ｏ
Ｔ
Ｃ
（
納
税
者
の
権
利
憲
章

を
つ
く
る
大
阪
の
会
）
は
、
９
月

１
９
日
、
第
１
２
回
定
期
総
会
を

開
催
し
８
４
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

総
会
で
は
、
Ｔ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム

平
石
共
子
事
務
局
長
が
「
権
利
憲

章
の
運
動
は
ど
こ
ま
で
来
た
か
」

〜
新
国
税
通
則
法
を
中
心
に
〜
と

題
し
特
別
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
な
か
で
、
納
税
者
権
利
憲

章
制
定
を
求
め
る
運
動
の
歴
史
、

２
０
０
２
年
の
民
主
党
、
共
産
党
、

社
民
党
の
３
党
が
提
出
し
た
「
国

税
通
則
法
の
一
部
改
正
案
」
が
示

さ
れ
ま
し
た
。

今
回
、
自
公
民
３
党
に
よ
り
作

ら
れ
た
新
通
則
法
の
評
価
で
は

「
調
査
、
質
問
検
査
権
に
限
り
こ

こ
ま
で
来
た
か
」
と
い
う
Ｔ
Ｃ
フ
ォ

ラ
ム
鶴
見
代
表
委
員
の
基
調
報
告

で
の
感
想
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

具
体
的
に
パ
ン
フ
に
基
き
①
事

前
通
知
の
義
務
化
②
終
了
手
続
き

の
法
制
化
③
質
問
検
査
権
の
修
正
、

提
示
・
提
出
要
求
と
留
置
き
④
無

予
告
調
査
の
限
定
⑤
再
調
査
の
限

定
等
、
法
改
正
で
の
変
更
点
が
わ

か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
ま
し
た
。

立
法
運
動
の
な
か
で
、
マ
ス
コ

ミ
を
含
め
「
納
税
者
の
権
利
」
へ

の
理
解
が
不
十
分
な
こ
と
、
そ
の

土
壌
が
未
成
熟
な
こ
と
等
を
学
び
、

今
後
、
国
民
全
体
に
「
納
税
者
の

権
利
」
へ
の
理
解
を
広
げ
、
運
動

の
幅
を
大
き
く
広
げ
る
重
要
性
を

述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
法
は
一
人
歩
き
し
な

い
、
実
際
の
現
場
で
法
の
趣
旨
を

活
か
す
取
組
み
の
重
要
性
が
強
調

さ
れ
ま
し
た
。

質
疑
・
討
論
で
は
、
通
則
法
７

４
条
９
で
事
前
通
知
は
署
長
が
や

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
を
つ
い

た
現
場
で
の
闘
い
が
報
告
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
当
初
「
署
長
が
文

書
で
事
前
通
知
」
だ
っ
た
の
を

「
３
党
密
室
談
合
」
で
「
文
書
」

を
削
っ
た
た
め
に
起
き
た
矛
盾
を

つ
く
工
夫
溢
れ
た
闘
い
で
、
総
会

で
も
共
感
を
広
げ
ま
し
た
。

大
胆
な
法
人
税
減
税
で
企
業
が
潤
い
、

賃
上
げ
に
つ
な
が
る
―
―
こ
ん
な
迷
信
と

も
言
え
る
こ
と
を
本
当
に
信
じ
て
い
る
の

か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
安
倍
内
閣
は
、

政
労
使
の
間
で
の
話
し
合
い
に
力
を
そ
そ

い
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
使
用
者
側
は
、
継
続
的
な
賃

上
げ
に
は
消
極
的
な
姿
勢
で
す
。

こ
れ
ま
で
も
小
泉
内
閣
当
時
、
企
業
の

儲
け
が
１
・
９
倍
に
増
え
た
の
に
、
賃
金

は
平
均
年
収
が
１
割
も
減
り
ま
し
た
。

企
業
が
潤
っ
て
も
賃
上
げ
に
は
つ
な
が

ら
ず
、
内
部
留
保
が
莫
大
な
額
に
増
え
た

だ
け
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
左
図
の
「
好
循
環
コ
ー

ス
」
で
は
な
く
、
「
腰
折
れ
コ
ー
ス
」
に

な
る
可
能
性
は
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
賃
上
げ
に
は
結
び
つ
か

ず
、
景
気
も
腰
折
れ
が
必
至
で
す
。

も
し
、
安
倍
内
閣
が
本
当
に
「
好
循
環

コ
ー
ス
」
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
経
済
界

に
言
う
だ
け
で
な
く
、
自
ら
が
決
断
す
れ

ば
た
だ
ち
に
出
来
る
公
務
員
賃
下
げ
を
、

た
だ
ち
に
中
止
す
べ
き
で
す
。

六
百
数
十
万
人
に
影
響
す
る
と
言
わ
れ

る
公
務
員
賃
下
げ
を
や
め
れ
ば
、
賃
下
げ

が
続
く
日
本
の
労
働
者
の
現
状
を
好
転
さ

せ
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

賃
上
げ
↓
個
人
消
費
の
落
ち
込
み
回
避

↓
モ
ノ
が
売
れ
る
状
態
を
、
本
当
に
安
倍

内
閣
が
の
ぞ
む
の
で
あ
れ
ば
、
公
務
員
の

賃
下
げ
中
止
、
賃
上
げ
へ
の
転
換
等
、
政

府
が
お
手
本
を
示
し
た
う
え
で
、
企
業
に

賃
上
げ
を
強
く
せ
ま
る
べ
き
で
す
。

同
時
に
、
賃
下
げ
と
と
も
に
、
デ
フ
レ

不
況
の
原
因
と
な
っ
た
雇
用
不
安
を
解
消

す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

い
ま
、
行
わ
れ
て
い
る
労
働
法
制
の
規

制
緩
和
を
改
め
「
解
雇
特
区
」
や

「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ

ン
」
等
の
企
て
を
た
だ
ち
に
や
め
、

「
正
社
員
が
当
た
り
前
」
の
労
働
条

件
に
す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
自
民
党
が
行
っ
て
き
た

政
治
＝
財
界
奉
仕
を
改
め
、
真
に
国

民
の
た
め
に
な
る
経
済
政
策
で
、
賃

上
げ
と
雇
用
を
守
ら
せ
る
闘
い
は
極

め
て
重
要
で
す
。

政
府
が
、
従
業
員
を
解
雇
し
や
す

い
特
区
を
つ
く
る
法
案
を
、
秋
の
臨

時
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
安
倍
内
閣
の
成
長
戦
略
の

一
つ
と
し
て
、
特
区
内
に
あ
る
開
業

５
年
以
内
の
事
業
所
と
、
外
国
人
労

働
者
が
３
割
以
上
い
る
事
業
所
が
対

象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

左
表
の
と
お
り
、
契
約
す
れ
ば
ど

ん
な
解
雇
も
認
め
ら
れ
、
「
ホ
ワ
イ

ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
」

と
同
様
、
残
業
代
が
出
な
く
な
り
、

５
年
以
上
働
け
ば
正
社
員
の
よ
う
に
、

無
期
契
約
で
働
け
る
の
に
、
特
区
で

は
そ
れ
が
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

も
し
、
こ
れ
が
強
行
さ
れ
れ
ば
、

特
区
内
で
は
、

弱
い
立
場
の

労
働
者
の
権

利
が
全
く
無

視
さ
れ
る
こ

と
に
つ
な
が

り
ま
す
。

雇
用
不
安

が
社
会
問
題

化
す
る
な
か
、

雇
用
を
よ
り

不
安
定
に
す

る
こ
の
法
案

を
断
じ
て
許

し
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

元
々
憲
法
９
条
が
あ
る

も
と
で
は
、
軍
事
上
の
機

密
な
ど
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
筈
な
の
に
、
国
家
安
全

保
障
会
議(

日
本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ)

法
案
と
あ
わ

せ
て
、
秘
密
保
護
法
案
提
出
の
準
備
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
右
表
の
と
お
り
、

国
家
公
務
員
法
の
懲
役
一
年
、
自
衛
隊
法

の
懲
役
三
年
・
五
年
が
、
今
回
の
特
定
秘

密
保
護
法
案
で
は
五
年
・
十
年
と
、
厳
罰

化
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
原
因
は
、
米
国
の
合
衆
国
法
典
で

は
「
行
政
機
関
の
職
員
ら
に
よ
る
安
全
保

障
に
関
す
る
秘
密
情
報
の
外
国
政
府
へ
の

漏
え
い
」
は
懲
役
十
年
以
下
で
あ
り
、
今

回
の
秘
密
保
護
法
案
は
、
こ
の
米
国
の
規

定
に
合
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
も
「
米
言
い
な
り
」
は
露
骨
で
す
。

－３－ －２－

大阪民主新報9月29日号に掲載された此上 教昭さんです。


